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長崎県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく 

認定等に係る事務処理要領 
 

平成28年４月１日 制定 

令和３年４月１日 改正 

令和６年４月１日 改正 

 

 

第一章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27年法律第 53号。

以下「法」という。）の施行に関し、法、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行令（平成 28年政令第８号）及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

（平成 28年度国土交通省令第５号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条  この要領は、長崎県知事及び各振興局長（以下「知事等」という。）が法第 34条第１項及

び法第 41条第１項に規定する所管行政庁として行う法の施行に関して適用する。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要領における用語の定義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところに

よる。 

一 性能向上計画認定 法第 35条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定をいう。 

二 基準適合認定 法第 41条第２項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定をい

う。 

三 住宅部分 居住のために継続的に使用する室、廊下、玄関、階段その他の人の居住の用に供

する建築物の部分をいう。 

四 非住宅部分 住宅部分以外の部分をいう。 

五 共同住宅等 共同住宅、長屋、その他一戸建ての住宅以外の住宅（住宅の共用部を含む）を

いう。 

六 省エネ判定機関等 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 15条第１項に規

定する「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平

成 11年法律第 81号、以下「品確法」という。）第５条第１項に規定する「登録住宅性能評価

機関」をいう。 

七 認定基準 性能向上計画認定においては、法第 35条第１項第一号から第四号に規定する基

準、基準適合認定においては、建築物エネルギー消費性能基準をいう。 

八 認定建築主 法第 35条第１項の規定による性能向上計画認定を受けた者をいう。 

九 基準適合認定建築主 法第 41条第２項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認

定を受けた者をいう。 
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第二章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等 

（認定申請） 

第４条 性能向上計画認定の申請をしようとする者は、省令第 23条１項に規定する様式第 33の申

請書の正本及び副本各１通に、同項に定める図書を添えて知事等に提出するものとする。 

２ 前項の認定を申請しようとする者が、法第 35条第２項の規定による申し出を行う場合は、前

項に定める認定申請書に併せて、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第６条第１項に規定す

る確認の申請書の正本及び副本各１通（当該申し出があった建築物が建築基準法第６条の３第１

項に規定する構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合（同条第７項に規定

する適合判定通知書又はその写しを提出する場合を除く。）は副本３通）を知事等に提出するも

のとする。 

 

（省エネ判定機関等による技術的審査） 

第５条 前条の認定を申請しようとする者は、当該申請を行う前に、性能向上計画認定の申請に係

る計画が認定基準に適合していることについて、次の各号に掲げる認定対象の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める省エネ判定機関等（業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の

販売を代理し若しくは媒介し、又は建築物の建設工事を請け負う者に支配されている者を除く。

以下に同じ。）による技術的審査を受けることができる。 

一 非住宅部分が認定対象の場合  登録建築物エネルギー消費性能判定機関 

二 住宅部分が認定対象の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評

価機関 

 

（知事が必要と認める図書） 

第６条 性能向上計画認定において省令第23条第１項に規定する知事が必要と認める図書は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 一 第５条の技術的審査を受けた場合には、次のいずれかの図書とする。 

イ 技術的審査適合証の（適合証を提示したうえ）写し 

ロ 品確法第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準（平成13年国

土交通省告示第1436号）に規定する断熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級５に適

合している場合に限る。なお、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については日本住

宅性能表示基準に規定する一次エネルギー消費量等級４又は等級５に適合していることと

する。）の（評価書を提示したうえ）写し 

二 建築基準法第６条第１項、第６条の２第１項又は第18条第３項の規定による確認済証の交付

を受けている場合には、当該確認済証の写し 

三 法第35条第２項の規定により建築基準法第６条第１項の確認申請書を併せて提出しようと

する建築物のうち、同法第６条の３第１項の規定による構造計算適合性判定が必要な場合、か

つ、申請者が構造計算適合性判定機関にその判定を直接申請する場合には、当該適合判定通知

書の写し 

 

（構造計算適合性判定に準じた審査の実施等） 

第７条 法第 35条第２項の規定による申し出があった場合、当該申し出があった建築物が建築基

準法第 20条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、知事等は、

建築基準法第６条の３第１項の規定による構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。 

２ 知事等は、前項の審査を行う場合は、当該審査を建築基準法第 18条の２第１項により長崎県
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知事が委任した指定構造計算適合性判定機関に委託することができる 

 

（審査の委託） 

第８条 知事等は、性能向上計画認定の申請を審査する場合、第５条の技術的審査を受けた場合を

除き、認定基準に係る審査を省エネ判定機関等に委託することができる。 

 

（知事等以外の者の指示による申請書等の補正） 

第９条 前条の規定により、知事等が審査を委託した場合において、当該委託をした後に、性能向

上計画認定の認定申請書、又はその添付書類に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、

知事等は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。 

 

（認定しない旨の通知） 

第10条 知事等は、性能向上計画認定の申請に係る計画が認定基準に適合しないと認めた場合又は

法第35条第４項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合しない旨の通知書

の交付を受けた場合は、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請について認定しない旨の

通知書」（別記第１号様式）により認定申請者へ通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第11条 性能向上計画認定の申請者は、当該認定申請を取下げようとする場合、「建築物エネルギ

ー消費性能向上計画認定申請取下届」（別記第２号様式）正本及び副本各１通を知事等に提出す

るものとする。 

２ 前項の場合において、認定申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。 

 

（変更認定申請） 

第12条 第４条第２項、第５条から前条までの規定は、法第36条第１項の規定による建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定申請（以下「変更認定申請」という。）について準用する。 

２ 変更認定申請をしようとする者は、省令第27条に規定する様式第35の申請書の正本、副本各１

通及び添付図書に、省令第25条第２項に規定する認定の通知書の写しを添えて、知事等に提出す

るものとする。 

 

（軽微な変更届） 

第13条 認定建築主は、認定を受けた計画（以下「認定計画」という。）の変更（省令第26条の規

定による軽微な変更に限る。）をする場合は、すみやかに、「建築物エネルギー消費性能向上計

画の変更届」（別記第３号様式）正本及び副本各１通に当該変更に係る図書を添えて知事等に提

出するものとする。 

 

（建築等の取りやめ） 

第14条 認定建築主は、認定計画に係る建築物の建築等を取りやめようとする場合、「建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の取りやめ届」（別記第４号様式）正本及び副本各１通を知事等に提出

するものとする。 

２ 前項の届出には、省令第25条第２項に規定する認定の通知書を添付するものとする。 

 

（認定建築主等変更届） 
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第15条 次に掲げる者は、「認定建築主等変更届」（別記第５号様式）正本及び副本各１通を知事

等に提出するものとする。 

一 認定建築主の一般承継人 

二 認定建築主から、性能向上計画認定を受けた建築物の所有権その他建築及び維持保全に必要

な権限を取得した者 

 

（報告の徴収） 

第16条 法第37条の規定による報告の徴収は、第17条に定めるものを除き、知事等が必要と認める

ときに、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物に関する報告を求める旨の通知書」（別

記第６号様式）により認定建築主に行うこととする。 

２ 認定建築主は、前項により知事等から報告を求められた場合、「建築物エネルギー消費性能向

上計画認定建築物状況報告書」（別記第７号様式）正本及び副本各１通を知事等に提出するもの

とする。 

 

（建築工事完了報告書） 

第17条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定建築物の建築工事を完了し

たときは、当該計画に基づき建築工事が行われたことを建築士に確認させ、速やかに「建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に係る認定建築物の建築工事が完了した旨の報告書」（別記第８号様

式）に次の各号に定める図書を添付して、知事等に提出するものとする。 

一 建築基準法第６条第１項、第６条の２第１項又は第18条第３項の規定による確認済証を受け

た場合は、同法第７条第５項、第７条の２第５項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し 

二 工事写真（前号の検査済証がある場合を除く） 

 

（改善命令） 

第18条 法第38条の規定による認定建築主に対する改善命令は、知事等が必要と認めるときに、「改

善に関する命令書」（別記第９号様式）により認定建築主に行うこととする。 

 

（認定の取消し） 

第19条 法第39条の規定による性能向上計画認定の取消しは、知事等が必要と認めるときに、「建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書」（別記第10号様式）により行うこととする。 

 

（台帳の整備） 

第20条  知事等は、性能向上計画認定等に関する申請及び届出等について、「建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定台帳」（別記第11号様式）の整備を行い、これを管理するものとする。 

 

 

第三章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等 

（認定申請） 

第 21条 基準適合認定の申請をしようとする者は、省令第 30条第１項に規定する様式第 37の申

請書の正本及び副本各１通に、同項に定める図書を添えて知事等に提出するものとする。 

 

（省エネ判定機関等による技術的審査） 

第22条 前条の認定を申請しようとする者は、当該申請を行う前に、基準適合認定の申請内容が認
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定基準に適合していることについて、次の各号に掲げる認定対象の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める省エネ判定機関等による技術的審査を受けることができる。 

一 非住宅部分が認定対象の場合  登録建築物エネルギー消費性能判定機関 

二 住宅部分が認定対象の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評

価機関 

 

（知事が必要と認める図書） 

第23条 基準適合認定において省令第30条第１項に規定する知事が必要と認める図書は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 一 第22条の技術的審査を受けた場合には、次のいずれかの図書とする。 

イ 技術的審査適合証の（適合証を提示したうえ）写し 

ロ 省令第25条第２項に規定する「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」の写し及

び建築基準法第７条第５項、第７条の２第５項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し 

ハ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第54条第１項に規定する認定

の通知書の（通知書を提示したうえ）写し及び建築基準法第７条第５項、第７条の２第５項

又は第18条第18項に規定する検査済証の写し 

二 品確法第６条第３項に規定する建設住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準に規定する断

熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級４又は等級５に適合している場合に限る。な

お、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、改正後の日本住宅性能表示基準

に規定する一次エネルギー消費量等級３、等級４又は等級５に適合していることとする。）

の（評価書を提示したうえ）写し 

 

（審査の委託） 

第 24条 知事等は、基準適合認定の申請を審査する場合、第 22条の技術的審査を受けた場合を除

き、認定基準に係る審査を省エネ判定機関等に委託することができる。 

 

（知事等以外の者の指示による申請書等の補正） 

第25条 前条の規定により、知事等が審査を委託した場合において、当該委託をした後に、基準適

合認定の認定申請書、又はその添付書類に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、知

事等は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。 

 

（認定しない旨の通知） 

第26条 知事等は、基準適合認定の申請内容が認定基準に適合しないと認めた場合、「建築物のエ

ネルギー消費性能に係る認定申請について認定しない旨の通知書」（別記第12号様式）により認

定申請者へ通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第27条 基準適合認定の申請者は、当該認定申請を取下げようとする場合、「建築物のエネルギー

消費性能に係る認定申請取下届」（別記第13号様式）正本及び副本各１通を知事等に提出するも

のとする。 

２ 前項の場合において、認定申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。 

 

（基準適合認定建築主等変更届） 
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第28条 次に掲げる者は、「基準適合認定建築主等変更届」（別記第14号様式）正本及び副本各１

通を知事等に提出するものとする。 

一 基準適合認定建築主の一般承継人 

二 基準適合認定建築主から、基準適合認定を受けた建築物の所有権その他維持保全に必要な権

限を取得した者 

 

（報告の徴収） 

第29条 法第43条の規定による報告の徴収は、知事等が必要と認めるときに、「建築物のエネルギ

ー消費性能に係る認定建築物に関する報告を求める旨の通知書」（別記第15号様式）により基準適

合認定建築主に行うこととする。 

２ 基準適合認定建築主は、前項により知事等から報告を求められた場合、「建築物のエネルギー

消費性能に係る認定建築物状況報告書」（別記第 16号様式）正本及び副本各１通を知事等に提出

するものとする。 

 

（認定の取消し） 

第30条 法第42条の規定による基準適合認定の取消しは、知事等が必要と認めるときに、「建築物

のエネルギー消費性能に係る認定建築物の認定取消通知書」（別記第17号様式）により基準適合

認定建築主に行うこととする。 

 

（台帳の整備） 

第31条  知事等は、基準適合認定等に関する申請及び届出等について、「建築物のエネルギー消費

性能に係る認定台帳」（別記第18号様式）の整備を行い、これを管理するものとする。 

 

第四章 その他 

（その他） 

第32条 前条までの規定により難い場合は、別途定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


